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お問い合わせ　福祉部福祉課　☎945-5311

○ 平成25年度の保育所入所申込をされたみなさんへ
　　保育料は、保護者の所得税や町県民税によって計算されます。下の表をご覧の上、必要書類の提出をお願いしま

す。期限内に提出がない場合は最高階層での保育料が計算されますのでご注意ください。

○ 在園児・新規申込みに関わらず、原則として福祉部福祉課への提出をお願いします。

○ 申告は平成25年2月18日（月）から始まります。申告時は大変な混雑が予想されます。早めに申告を行い、申告書
　 のコピー（受付印があるもの）を提出してください。

○ 両親のどちらかが源泉徴収票を受け取っていて、もう一方が申告する場合は、申告の提出期限
にあわせて、両親分まとめて提出してください。

　保育料は保護者の所得税・町県民税をもとに算出します。平成22年の税制改正により、所得税・町県民税の
「0～15歳の年少扶養控除」及び「16～18歳の特定扶養控除上乗せ部分」が廃止されました。保育料は所得税・
町県民税等をもとに算出するため、扶養控除見直しに伴い、保育料にも影響が出てしまいます。

　この影響により生じる保護者負担を軽減するため、保育料については扶養控除見直し前の旧税額を計算し
算定します。その計算の際に、提出していただく源泉徴収票・申告書のコピーで、0～18歳（平成6年1月2日～平
成24年12月31日生まれ）の方を扶養に入れているかを確認します。所得税については、扶養を入れても税額は
変わりませんが、保育料については、減額になる可能性がありますので、職場に
申請又は確定申告等をする際はご確認をお願いします。

保育料について

保護者負担を軽減するため保護者負担を軽減するため

● 扶養に入っている方でも、就労していて収入のある場合は必ず上記の税の証明書類を提出してください。
　　（収入の全く無い方で扶養に入っている方は、申告の必要はありません。）
● 保護者の方で、祖父母や兄弟等の扶養に入っている場合は、その方の税の証明書類を提出してください。
● 源泉徴収票に記載されているもの以外にも不動産収入やその他事業などの収入がある方は、確定申告をした
際の申告書の写しを提出してください。

● 平成24年度申込み時に勤務証明書が出ているにもかかわらず、町県民税申告等で相応の収入がない場合には
調査し、虚偽がある場合は退所または入所できない場合があります。

● 還付申告・修正申告をした場合は、その都度コピーを提出してください。

◆ 「平成24年分源泉徴収票」のコピー（年末調整済のもの）
※指定の様式に貼り付けて提出してください。
※２ヶ所以上から源泉徴収票・支払調書の発行を受けている方は、
全て提出してください。

◆ 「平成24年度所得課税証明書」のコピー
※平成24年1月1日にお住まいの市町村発行の「平成24年度所得課
税証明書」を提出してください。

◆ 「平成24年分所得税確定申告書」のコピー
青色・白色申告　税務署受付印のあるもの

◆ 「平成25年度町県民税申告書」のコピー
総務部税務課受付印のあるもの

申告の状況 提出期限提 　 出 　 書 　 類

勤務の方（会社が申告）

確定申告をしている方
（税務署で申告）
町県民税申告をしている方
（西原町役場で申告）

西原町に転入された方
（平成24年1月2日以降）

平成２５年
１月３１日（木）

平成２５年
２月２８日（木）
平成２５年
２月２８日（木）

平成２５年
１月３１日（木）

平成25年度保育所入所申込
源泉徴収票及び確定申告書の提出のお願い

【お問い合わせ】　 福祉部健康推進課　 ☎945-4791

1 月保健事業日程

1/10

1/24

1/13

1/27

1/27

1/28

2/7

2/10

木

木

日

日

日

月

木

日

3歳児健診

1歳半健診

あがりティーダウォーキング

乳児健診（午前）

乳児健診（午後）

BCG

3歳児健診

あがりティーダウォーキング

H21.8 .14～H21.9 .12生まれ

H23.5 .8～H23.6 .7生まれ

関心のある方

H24.2 .22～H24.4 .21生まれ

H24.8 .27～H24.10 .26生まれ

３ヶ月～６ヶ月未満

H21.9 .13～H21.10 .12生まれ

関心のある方

月日 曜日 事　業　名

中央公民館

中央公民館

あがりティーダ公園

社会福祉センター

社会福祉センター

沖縄県総合保健協会

中央公民館

あがりティーダ公園

実 施 場 所 受 付 時 間

ホール・控室・和室

ホール・控室

全館

全館

ホール・控室・和室

13：30～14：15

13：30～14：15

 8：00～

 9：00～10：30

13：00～14：30

15：30～16：00

13：30～14：15

 8：00～

使　用　室対　象　者

　沖縄県は、65歳未満で亡くなる方の割合が全国一多い県(平成22年)になってしまいました。高齢社会になってい
く中、高齢者を支えるべき若い世代の死亡率が高いということは、今後の沖縄県にとって深刻な問題です。原因は、
生活習慣だといわれています。沖縄の人々の生活習慣は戦後急速に変化しました。昭和47年の脂肪摂取比率を見て
みると、本土が18.9％だったのに対し、すでに25％を超えていました。平成20年から平成22年の値も27.5％で全
国1位(全国平均25.5％)となっています。また、居酒屋やハンバーガー店の数は全国一多く、野菜摂取量は少ない･･
･これらは肥満者の増加だけではなく、大腸がんや乳がんの罹患率が増加する原因の一つだと考えられています。

私は甘いものをとらないから大丈夫？沖縄県に多い糖尿病のタイプは・・・

　脂質の取り過ぎは、実は糖尿病とも関係があります。炭水化物や甘いものの取り過ぎだけが糖尿病になるので
はありません。脂質の取り過ぎは、血糖値を下げてくれる大切な「インスリン」を使い過ぎることにつながり、糖尿
病を発症します。沖縄県は、この“脂質の取り過ぎ”が原因の糖尿病が多いといわれています。
　みなさんの普段の食事はどうですか？1日に摂る油の量の目安は大さじ１弱です。毎食1品だけでも、油を使わ
ない料理(酢の物、おひたし、煮物、蒸したもの)を取り入れてみませんか。チリも積もれば山となる。毎食少しずつ
でも、長い目で見れば相当な脂質を抑えることができるはずです。
　生活習慣病は悪化するまで自覚症状が出ないもの。そのため、私たちの身体は1年に1回の定期点検が必要です。
「健康長寿」のためにも、1年に1回は特定健診、がん検診を受けましょう！

長寿県が危ない！沖縄の現実
保健師
だより 長寿県が危ない！沖縄の現実長寿県が危ない！沖縄の現実
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「3月30日」「3月30日」特定健診・がん検診の
受診期限は まで

まだ間に合います。

平成24年11月末現在　特定健診受診率23.7％ 

（参考）
厚生労働省　平成22年　人口動態統計
厚生労働省　都道府県別年齢調整死亡率
総務省統計局　家計調査
平成22年国民健康・栄養調査

肥満率
全国1位

肉・ベーコンの消費量
全国1位

野菜摂取量(目標350ｇ/日)
男性45位(266ｇ/日)
女性44位(249ｇ/日)

大腸がん死亡率
(男性)全国４位

乳がん死亡率
全国２位

脂肪摂取比率
全国1位

居酒屋の数
全国1位

ハンバーガー店の数
全国1位

65歳未満の死亡率
全国1位

糖尿病による死亡率
全国７位


